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地区名 

ごみ区分 

４月のごみ収集日程は、下記のとおりとなっておりますので、ご確認の上、きちんと分別して出してください。 

◆４月のごみ収集日予定表（日付は４月の収集日です） 

越　河 
斎　川 
大　平 

火 月 金 木 金 月 水 

火・金 

2・6・9 
13・16 
20・23 
27・30

  6・13・ 
20・27

  5・12・ 
19・26

  5・12・ 
19・26

2・9・16・ 
23・30

  1・  8・ 
15・22

2・9・16・ 
23・30

  7・14・ 
21・28

1・5・8・12・15・19・22・26   1・  5・  7・  8 
12・14・15・19 
21・22・26・28

2・6・7・9 
13・14・16 
20・21・23 
27・28・30

月・木 月・水・木 火・水・金 

  6日（火） 

13日（火） 

20日（火） 

20日（火） 

27日（火） 

 

  7日（水） 

14日（水） 

21日（水） 

21日（水） 

28日（水） 

 

  2日（金） 

 

16日（金） 

16日（金） 

23日（金） 

  2日（金） 

 

16日（金） 

16日（金） 

23日（金） 

  5日（月） 

12日（月） 

19日（月） 

19日（月） 

26日（月） 

ペットボトル 
（第１曜日） 

び  ん  類 
（第2・第5曜日） 

紙　　類 

もやせるごみ 

缶 
（第３曜日） 
プラスチック 
（第３曜日） 
もやせないごみ 
（第４曜日） 

大鷹沢 
白　川 
小下倉 

大鷹沢田中 福　岡 
小　原 

市街東北本線 
東　側 

鷹　巣 市街東北本線 
西　側 

  5日（月） 

12日（月） 

19日（月） 

19日（月） 

26日（月） 

４月のごみ収集日について（お知らせ） 

　生活環境課　022－1314

  1日（木） 

  8日（木） 

15日（木） 

15日（木） 

22日（木） 

○不忘・川原子地区のもやせるごみは､毎週水曜日に収集します。 
○ごみは、必ず当日の午前８時30分までに集積所に出してください（収集車が回収する時刻に合わせて
の搬出はしないでください）。 
○びんは、色により３種類（①透明、②茶色、③その他）に分けて、それぞれ資源の袋（赤）に入れ出
してください。 
○缶とプラスチックは、分別して、それぞれ資源の袋（赤）に入れ出してください。 

●４月から缶とプラスチックの出し方が変わりました。 
　これまで、缶とプラスチックを資源ごみとして一緒の袋に入れ出していただいていましたが、４月
から缶類とプラスチック類に分け、それぞれの資源の袋（赤）に入れて出すようになりました。貴重
な資源を有効利用するために、分別方法が変わりましたので、ご協力くださいますようお願いします。 

  9日（金） 
30日（金） 

  9日（金） 
30日（金） 

お 知 ら せ  

（缶とプラスチックが一緒） 

（缶　類） 

（プラスチック類） 

４月から 
別々に分ける 

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
学
生
の
皆
さ
ん
「
学
生
納
付
特
例
制

度
」
を
ご
存
じ
で
す
か
？

学
生
の
方
も
、
20
歳
に
な
っ
た
ら
国

民
年
金
に
必
ず
加
入
し
て
、
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
学
生
本
人
の
前
年
の
所
得

が
原
則
と
し
て
68
万
円
以
下
で
あ
る
場

合
に
は
、
保
険
料
を
後
払
い
で
き
る

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

申
請
し
て
承
認
を
受
け
れ
ば
、
ケ
ガ

や
病
気
で
１
〜
２
級
の
障
害
が
残
る
場

合
に
は
、
満
額
の
障
害
基
礎
年
金
が
受

け
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
老
齢
基
礎
年

金
を
受
け
取
る
際
に
は
、
学
生
納
付
特

例
の
期
間
は
受
給
資
格
期
間
と
し
て
計

算
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ

れ
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
10
年
以
内
で

あ
れ
ば
後
払
い
で
き
ま
す
の
で
、
社
会

人
に
な
っ
た
ら
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。

な
お
、
学
生
納
付
特
例
の
申
請
は
、

毎
年
度
必
要
で
す
の
で
、
平
成
15
年
度

に
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
て
い

る
方
で
も
、
今
年
の
４
月
以
降
も
引
き

続
き
学
生
納
付
特
例
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、
５
月
末
日
ま
で
に
市
の
国
民
年

金
相
談
係
に
再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

■
コ
ン
ビ
ニ
で
も
保
険
料
が
納
付
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

４
月
（
一
部
の
方
は
２
月
）
か
ら
交

付
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
書

は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納

安
全
運
転
に
努
め
て
い
た
だ
き
、
本

運
動
期
間
中
も
事
故
の
な
い
よ
う
市
民

の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
期
間

４
月
６
日（
火
）〜
15
日（
木
）

◎
運
動
の
重
点
目
標

・
子
ど
も
と
高
齢
者
の
歩
行
中
・
自
転

車
乗
用
中
の
交
通
事
故
防
止

・
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

ト
の
着
用
の
徹
底

・
飲
酒
運
転
な
ど
、
悪
質
・
危
険
な
運

転
の
追
放

・
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

M
生
活
環
境
課
0
２
２
―
１
３
１
４

●
利
用
で
き
る
手
続
き

①
所
得
税
、
法
人
税
、
消
費
税
の
申
告

②
全
税
目
の
納
税

③
申
請
・
届
け
出
な
ど
（
青
色
申
告
の

承
認
申
請
、
納
税
地
の
異
動
届
け
出
、

電
子
納
税
証
明
書
の
交
付
請
求
な
ど
）

※
利
用
に
は
、「
開
始
届
出
書
」
の
提

出
（
４
月
１
日
か
ら
）
が
必
要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

・
「
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
」（
全
国
一
律
市

内
通
話
料
金
・
平
日
の
９
時
か
ら
17
時

ま
で
）
0
０
５
７
０
―
０
１
５
９
０
１

・
Ｅ
―
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http//e-tax.nta.go.jp

４
月
か
ら
、
児
童
手
当
の
支
給
対
象

年
齢
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
小
学
校
第
３

学
年
修
了
前
ま
で
児
童
手
当
が
支
給
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

手
続
き
な
ど
の
詳
細
は
、
５
月
号
の

広
報
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

M
市
民
課
総
務
係

0
２
２
―
１
３
１
２

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

夜
間
や
休
日
も
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
（
従
来
の
納
付
書
で
は
納
め
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
）。

●
納
付
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

・
セ
ブ
ン
―
イ
レ
ブ
ン
・
ロ
ー
ソ
ン

・
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
・
サ
ン
ク
ス

・
サ
ー
ク
ル
Ｋ
・
ポ
プ
ラ
グ
ル
ー
プ

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ト
ア
・am

/pm

・
コ
コ
ス
ト
ア
・
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ

・
ス
リ
ー
エ
フ
・
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ

・
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト
（
関
東
、
北
海
道
）

■
国
民
年
金
保
険
料
は

ま
と
め
て
納
め
る
と
大
変
お
得
で
す

平
成
16
年
度
国
民
年
金
保
険
料
額

（
今
年
の
４
月
分
か
ら
）は
、
前
年
度
と

同
額
の
１
か
月
１
３
、３
０
０
円
で
す
。

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
に
は
、
前
納
制
度
を
ご
利
用

さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
１
年
分
や
半
年
分
な
ど
の

保
険
料
を
前
も
っ
て
ま
と
め
て
納
め
る

方
法
で
、割
引
が
あ
り
大
変
お
得
で
す
。

例
え
ば
、
４
月
中
に
１
年
分
を
ま
と
め

て
前
納
す
る
額
は
、
毎
月
納
め
た
場
合

よ
り
２
、
８
３
０
円
も
お
得
で
す
。

〈
社
会
保
険
事
務
局
大
河
原
事
務
所
〉

0
０
２
２
４
―
５
１
―
３
１
１
１

M
市
民
課
国
民
年
金
相
談
係

0
２
２
―
１
３
１
２

Ｑ．

４
月
に
届
く
介

護
保
険
料
の
仮
徴
収

額
決
定
通
知
書
（
仮

徴
収
納
付
通
知
書
）

の
内
容
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ．

毎
年
４
月
に
、
介
護
保
険
料
が
年

金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
（
特
別

徴
収
の
方
）
に
は
、
仮
徴
収
額
の
決
定

通
知
書
を
、
納
付
書
に
よ
り
納
め
て
い

る
方
（
普
通
徴
収
の
方
）
に
は
、
仮
徴

収
納
付
通
知
書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
４
月
の
時
点
で
は
介
護
保

険
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
前
年
中
の

所
得
が
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、

前
年
度
の
保
険
料
額
を
基
礎
と
し
て
暫

定
的
に
賦
課
す
る
も
の
で
す
（
白
石
市

で
は
保
険
料
の
確
定
が
８
月
に
な
り
ま

す
）。

Ｑ．

４
月
に
国
民
健

康
保
険
加
入
の
届
け

出
を
し
ま
し
た
が
、

納
付
書
は
い
つ
届
く

の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ．

本
市
の
国
保
税
の
納
付
書
は
、
原

則
と
し
て
、
４
月
と
８
月
の
年
２
回
送

付
し
て
い
ま
す
。

４
月
に
送
付
す
る
納
付
書
は
、
平
成

15
年
度
か
ら
引
き
続
き
国
保
に
加
入
さ

れ
て
い
る
方
に
対
し
て
送
付
す
る
も
の

で
、
平
成
16
年
度
の
国
保
税
額
が
確
定

す
る
ま
で
の
仮
の
税
額
（
暫
定
賦
課
）

を
納
め
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

４
月
以
降
に
国
保
に
加
入
さ
れ
た
方

は
、前
年
度
の
国
保
税
額
が
な
い
た
め
、

納
付
書
を
今
年
度
の
国
保
税
額
が
確
定

す
る
８
月
に
お
送
り
す
る
こ
と
に
な

り
、
加
入
月
か
ら
平
成
17
年
３
月
ま
で

の
分
を
８
月
以
降
の
納
期
（
５
回
）
で

納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

M
税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
係

0
２
２
―
１
３
１
３

仮
徴
収
額
の
算
定
方
法
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

○
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て

い
る
方
（
特
別
徴
収
の
方
）

仮
徴
収
と
し
て
、
昨
年
度
最
後
の
納

期
（
２
月
）
に
天
引
き
さ
れ
た
保
険
料

額
と
同
額
の
保
険
料
を
４
月
、
６
月
、

８
月
に
天
引
き
し
ま
す
。

○
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
保
険
料

を
納
め
て
い
る
方（
普
通
徴
収
の
方
）

仮
徴
収
と
し
て
、
前
年
度
保
険
料
額

の
６
分
の
２
を
４
月
、
６
月
の
納
期
に

納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

M
税
務
課
介
護
保
険
料
係

0
２
２
―
１
３
１
３

国保税 Ｑ＆Ａ 

介護保険料 Ｑ＆Ａ 

春
の
交
通
安
全

市
民
総
ぐ
る
み
運
動

６
月
１
日
か
ら
国
税
の
電
子

申
告
・
納
税
な
ど
が
利
用
で
き
ま
す

児
童
手
当
が
変
わ
り
ま
す




